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(54)【発明の名称】 内視鏡

(57)【要約】
【課題】  挿入部の挿入作業を行い易い操作性の良い内
視鏡を提供する。
【解決手段】  湾曲部１７を有する挿入部１１の基端に
は円筒状の基端部１２が設けられ、湾曲部１７を湾曲す
るためのアングルワイヤ４０ａ、４０ｂは基端部１２に
設けたモータ３５ａ、３５ｂ等を収納したモータユニッ
ト部２４に接続し、ビデオ内視鏡２の外部に設けた操作
部４を操作することにより、モータ３５ａ、３５ｂの回
転を制御して湾曲部１７を所望とする方向に湾曲できる
ようにすると共に、基端部１２に照明のための光源とし
てのランプ２５を内蔵し、挿入部１１内を挿通されたラ
イトガイド２８により照明し、また撮像素子で撮像した
信号を基端部１２の通信機３１により外部のビデオプロ
セッサ６に送信してモニタ８に表示可能として、基端部
１２から光源装置やビデオプロセッサ６に接続するユニ
バーサルコードを不要にして、挿入作業を容易にできる
ようにした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  湾曲機構を備えた湾曲部を有した挿入部
と、上記挿入部内に挿通され、上記湾曲機構を湾曲操作
するアングルワイヤと、上記アングルワイヤを牽引し、
上記湾曲機構を操作して上記湾曲部を湾曲させるアクチ
ュエータと、
を有する内視鏡において、
上記挿入部の手元側に設けられた基端部に上記アクチュ
エータ及び光源装置を設け、
上記アクチュエータを操作する操作部を内視鏡本体とは
別体に構成し、
上記挿入部の先端部に設けられた固体撮像素子から出力
された撮像信号を無線でビデオプロセッサに送信する通
信手段を上記基端部に設けたことを特徴とする内視鏡。
【請求項２】  ユニバーサルコードを廃したことを特徴
とした請求項１記載の内視鏡。
【請求項３】  前記光源装置、前記アクチュエータ、固
体撮像素子の駆動電源を前記基端部内に内蔵したことを
特徴とした請求項１又は２記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はモータにより湾曲部
を電気的に湾曲する内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】軟性の挿入部を備えた内視鏡では、屈曲
した体腔内等に円滑に挿入し易いように湾曲部が設けら
れている。図１７は従来例の内視鏡装置１２１を示す。
この内視鏡装置１２１は、撮像素子を内蔵した内視鏡１
２２と、この内視鏡１２２へ照明光を供給する光源装置
１２３と、内視鏡１２２で得られた画像信号の信号処理
を行うビデオプロセッサ１２４と、このビデオプロセッ
サ１２４から出力されるビデオ信号を受けて観察画像を
表示するカラーモニタ１２５と、観察画像の記録を行う
ＶＴＲデッキ１２６及びビデオディスク１２７と、観察
画像のプリントアウトを行うビデオプリンタ１２８とを
備えている。
【０００３】内視鏡１２２は、細長で軟性の挿入部１２
９と、この挿入部１２９の後端に設けられ術者が把持し
て操作を行う操作部１３０と、この操作部１３０から延
出されたユニバーサルコード１３１とを有し、このユニ
バーサルコード１３１の末端のコネクタ１３２のライト
ガイドコネクタは光源装置１２３に着脱自在で接続され
る。また、このコネクタ１３２の電気コネクタに接続さ
れた信号ケーブル１３３の末端のコネクタ１３３ａはビ
デオプロセッサ１２４に着脱自在に接続される。
【０００４】挿入部１２９は照明光学系や観察光学系な
どが配設される硬質の部材で形成される先端部１３４
と、上下方向等に湾曲自在の湾曲部１３５と、可撓性
（軟性）を有する柔軟な可撓部（軟性部）１３６とで構
成され、操作部１３０に設けた湾曲操作ノブ１３７を操
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作することにより湾曲部１３５を湾曲できるようにして
いる。
【０００５】上記光源装置１２３内のランプ１３８の照
明光は、集光レンズ１３９を通ってライトガイドコネク
タの端面に集光され、ユニバーサルコード１３１及び内
視鏡１２２内に挿通されたライトガイドを介して、挿入
部１２９の先端部１３４まで導かれ、照明窓を経て患部
等の被写体に向かって照射される。なお、操作部１３０
の前端付近には処置具挿入口１４０が設けてある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】従来の内視鏡１２２で
は、湾曲部１３５と操作部１３０に設けた湾曲操作ノブ
１３７を図示しないアングルワイヤによる牽引部材にて
接続し、術者が操作ノブ１３７を回動させるこにより、
操作していた。そのため、操作部１３０は必ず挿入部１
２９の基端部の把持部１３０ａに固定的に接続されてい
なければならず、術者は常に操作部１３０と一体になっ
たその把持部１３０ａを保持していなければならなかっ
た。
【０００７】更に、操作部１３０からは外部のビデオプ
ロセッサ１２４や光源装置１２３に接続するためのユニ
バーサルコード１３１が延出していた。術者が湾曲操作
ノブ１３７や各種スイッチを操作するため、把持部１３
０ａを握り替えたり、挿入部１２９を押し引きしたり捻
りを行うために操作部１３０を進退させたり、捻ったり
することにより、操作部１３０から延出したユニバーサ
ルコード１３１も動かされ捻られることになり、術者の
動きの妨げになっていた。
【０００８】また、ユニバーサルコード１３１内には、
像伝送ケーブルや、ライトガイドなど破損し易い内蔵物
が通っており、それらを保護する必要からほぼ挿入部１
２９と同様の肉厚の部材にて外皮を構成する必要があ
り、前述の様に操作部１３０を捻る時にはユニバーサル
コード１３１も捻らなくてはならないため、術者は全体
として大きな捻り力をかける必要があった。
【０００９】このように従来の内視鏡においては、挿入
部と操作部が一体になっており、さらにこの操作部に
は、複数の内蔵物を保護しながら光源装置あるいはビデ
オプロセッサに接続するユニバーサルコードが接続固定
されているため、挿入部を操作する為に操作部を動かす
事により、ユニバーサルコードも共に動かされて術者の
邪魔になるという問題があった。
【００１０】更に湾曲部に接続された牽引部材をモータ
により牽引して湾曲させる電動内視鏡においては、牽引
部材をユニバーサルコード内を通過させた後、モータに
より牽引していた為、ユニバーサルコードが捻られてい
る状態では、牽引部材の摩擦が大きくなり、湾曲部を湾
曲させる事が負荷が大きくなる欠点があった。
【００１１】なお、この他に例えば実開平１－１５９８
０１には、円柱状の内視鏡の制御装置が開示されてい
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る。また、特開２０００－２１７８２７には電力供給用
の駆動バッテリを手術台のサイドレールに沿わせて稼動
可能にした装置が開示されている。
【００１２】（発明の目的）本発明は、上述した点に鑑
みてなされたもので、挿入部の挿入作業を行い易い操作
性の良い内視鏡を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】湾曲機構を備えた湾曲部
を有する挿入部と、上記挿入部内に挿通され、上記湾曲
機構を湾曲操作するアングルワイヤと、上記アングルワ
イヤを牽引し、上記湾曲機構を操作して上記湾曲部を湾
曲させるアクチュエータと、を有する内視鏡において、
上記挿入部の手元側に設けられた基端部に上記アクチュ
エータ及び光源装置を設け、上記アクチュエータを操作
する操作部を内視鏡本体とは別体に構成し、上記挿入部
の先端部に設けられた固体撮像素子から出力された撮像
信号を無線でビデオプロセッサに送信する通信手段を上
記基端部に設けたことにより、挿入部を挿入したり、挿
入のために操作部を操作して湾曲させる場合に、基端部
からは光源装置やビデオプロセッサに接続するためのユ
ニバーサルコードを不要にして挿入作業を容易に行うこ
とができるようにしている。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図５は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は第１の実施の形態を備えたビ
デオ内視鏡装置の全体構成を示し、図２は挿入部の先端
部を拡大して示し、図３は基端部の一部を拡大して示
し、図４は内視鏡保持部を取り付けた手術台を示し、図
５は操作部の一部を分解して示すと共に、湾曲操作部の
内部構造を示す。
【００１５】図１に示す電動湾曲式のビデオ内視鏡装置
１は、電動湾曲式のビデオ内視鏡（以下、単にビデオ内
視鏡或いは内視鏡と略記）２と、このビデオ内視鏡２が
接続される電磁弁ユニット３と、湾曲操作等の指示を行
う操作部４と、この操作部４と接続されたスコープイン
ターフェイスユニット５と、このスコープインターフェ
イスユニット５と接続され、ビデオ内視鏡２の撮像素子
に対する信号処理を行うビデオプロセッサ６と、ビデオ
内視鏡２に接続され、駆動電源を供給する駆動電源ユニ
ット７と、ビデオプロセッサ６と接続され、撮像素子で
撮像した内視鏡画像を表示するモニタ８とから構成され
る。
【００１６】湾曲操作や送気送水、吸引の指示操作を行
う操作部４は操作部接続ケーブル１０によりスコープイ
ンターフェイスユニット５に接続されている。操作部４
からの操作指示により、ビデオ内視鏡２を制御する信号
に変換する等の処理を行うスコープインターフェイスユ
ニット５は接続ケーブルによりビデオプロセッサ６に接
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続されると共に、電磁弁ユニット３にも接続されてい
る。
【００１７】ビデオ内視鏡２は、体腔内等に挿入される
細長の挿入部１１と、この挿入部１１の後端に設けられ
た基端部１２とからなり、基端部１２の後端から延出さ
れた送気送水チューブ１３、吸引チューブ１４は電磁弁
ユニット３に接続され、また基端部１２の後端から延出
された電源ケーブル１５は駆動電源ユニット７に接続さ
れる。
【００１８】挿入部１１は、先端に設けられた先端部１
６と、この先端部１６の後端に設けられた湾曲自在の湾
曲部（湾曲管部）１７と、この湾曲部１７の後端から基
端部１２の前端まで延びる可撓性を有する可撓管部１８
とからなる。
【００１９】先端部１６には図２に示すように照明用レ
ンズ１９、観察用レンズ（対物レンズ）２０、処置具挿
通孔２１、前記観察用レンズ２０を洗浄する洗浄用ノズ
ル２２が配置されている。
【００２０】図１に示すように基端部１２は、例えば後
端側の光源ユニット部２３と、前端側の（電動式アクチ
ュエータとしての）モータユニット部２４とを備えてい
る。光源ユニット部２３内に設けたランプ２５はバッテ
リ２６で点灯し、その光は集光レンズ２７で集光され
て、ライトガイド２８の後端に照射される。
【００２１】このライトガイド２８の後端に入射された
光はライトガイド２８の前端側に伝送される。このライ
トガイド２８はモータユニット部２４内を経て挿入部１
１の先端部１６まで挿通されている。そして、先端部１
６で固定された先端面からこの先端面に対向して配置さ
れた照明用レンズ１９を経て前方の体腔内患部等の被写
体側に出射され、被写体側を照明する。
【００２２】照明された被写体は観察用レンズ２０によ
り、その結像位置に光学像を結ぶ。その結像位置には固
体撮像素子として例えばＣＣＤ（図示略）が配置されて
いる。このＣＣＤは図１に示す挿入部１１内を挿通され
た駆動＆像伝送ケーブル２９により基端部１２内に設け
た通信機（図１では符号Ａで示す）３１と接続されてい
る。
【００２３】この通信機３１はビデオプロセッサ６に設
けた通信機（図１では符号Ａ′で示す）３２と無線で通
信可能に接続されている。つまり相互に信号を送受可能
である。具体的には、ビデオプロセッサ６は通信機３２
により、ＣＣＤを駆動するための信号を送り、基端部１
２内の通信機３１はその信号を受けて、ＣＣＤ駆動信号
を生成し、駆動＆像伝送ケーブル２９によりＣＣＤを駆
動し、ＣＣＤで光電変換した信号電荷を読み出し、通信
機３１により、ビデオプロセッサ６側の通信機３２に送
信する。
【００２４】なお、基端部１２内部にＣＣＤ駆動信号を
生成する回路を備えた場合には、ＣＣＤで光電変換した
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信号を基端部１２の通信機３１により無線でビデオプロ
セッサ６側の通信機３２に送信する機能のみでも良い。
【００２５】この通信機３２で受信した信号に対してビ
デオプロセッサ６は信号処理して、標準的な映像信号を
生成し、モニタ８に出力し、モニタ８の表示面にはＣＣ
Ｄで撮像した被写体像を表示する。
【００２６】一方、モータユニット部２４内にはベース
３４の両面（表裏面）にモータ３５ａ、３５ｂ、ギヤ３
６ａ、３６ｂ及び３７ａ、３７ｂ、プーリ３８ａ、３８
ｂ、モータ制御回路３９ａ、３９ｂ（図１では一方のモ
ータ制御回路３９ａのみを示す。）が、例えば表裏で対
称的に設けてある。また、プーリ３８ａ、３８ｂにはそ
れぞれアングルワイヤ４０ａ、４０ｂが巻き付けてあ
る。上記モータ３５ａは上下湾曲用の駆動モータであ
り、モータ３５ｂは左右湾曲用の駆動モータである。
【００２７】具体的には、モータ３５ａにより回転され
るプーリ３８ａにその後端側が巻き付けられたアングル
ワイヤ４０ａは可撓管部１８、湾曲部１７を経て先端部
１６の後端における例えば上下方向の壁部等にその先端
が固定されている。或いは先端部１６でなく、湾曲部１
７の最先端駒における例えば上下方向の内壁等にその先
端が固定されている。他方のモータ３５ｂにより回転さ
れるプーリ３８ｂにその後端側が巻き付けられたアング
ルワイヤ４０ｂは同様にしてその先端が先端部１６或い
は最先端駒における左右方向の壁部に固定されている。
【００２８】そしてモータ制御回路３９ｉ（ｉ＝ａ、又
はｂ）により回転駆動が制御されるモータ３５ｉの回転
はギヤ３６ｉ、３７ｉを介してプーリ３８ｉに伝達さ
れ、このプーリ３８ｉが回転されることにより、そのプ
ーリ３８ｉに巻き付けられたアングルワイヤ４０ｉの一
方が牽引、他方が弛緩され、牽引された方向に湾曲部１
７を湾曲できるようにしている。
【００２９】これらのモータ３５ａ、３５ｂ及びモータ
制御回路３９ａ、３９ｂは外部の駆動電源ユニット７か
ら駆動電力が供給される。モータ３５ａ、３５ｂはモー
タ制御回路３９ａ、３９ｂにより順方向と、逆方向の回
転を行うことができる。
【００３０】そして、上述のように、湾曲部１７の上下
方向に挿通されたアングルワイヤ４０ａと、左右方向に
挿通されたアングルワイヤ４０ｂを２個のモータ３５
ａ、３５ｂにより、その回転方向を制御することによ
り、上下左右、４方向の湾曲が可能である。
【００３１】モータ制御回路３９ａ、３９ｂは制御用ケ
ーブル４１を介して通信機（図１では符号Ｂで示す）４
２に接続されている。この通信機４２はスコープインタ
ーフェースユニット５に設けた通信機（図１では符号
Ｂ′で示す）４３と無線で相互に通信可能となってい
る。例えば、通信機４３側から無線で送信した指示信号
により、モータ制御回路３９ａ、３９ｂを介してモータ
３５ａ、３５ｂを駆動することができる。
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【００３２】つまり、術者は操作部４に設けた湾曲操作
部３０を操作することにより、その操作による指示信号
（指令信号）はスコープインターフェースユニット５内
部で処理された後、通信機４３から無線で通信機４２に
送信され、通信機４２で受信された信号は復調されてモ
ータ制御回路３９ａ、３９ｂに送られ、モータ制御回路
３９ａ、３９ｂは指示信号に対応して、モータ３５ａ或
いは３５ｂを順方向或いは逆方向に回転して湾曲部１７
を湾曲駆動する。
【００３３】電磁弁ユニット３内には図示しない複数の
ポンプが内蔵されており、スコープインターフェースユ
ニット５を介して操作部４から入力される指示信号によ
り、前述のポンプが操作される。そして、電磁弁ユニッ
ト３に後端が接続された送気送水用チューブ１３と吸引
用チュープ１４を介してビデオ内視鏡２による送気送水
や吸引動作を行うことができるようにしている。
【００３４】図３は基端部１２の一部の拡大図である。
ビデオ内視鏡２内においては、送気送水用チューブ１３
は、送気送水管路４４に、吸引用チューブ１４は分岐部
４５を介して処置具挿通路４６に接続されている。送気
送水管路４４は先端部１６では、洗浄用ノズル２２に接
続されており、電磁弁ユニット３から洗浄用流体を送り
込む事により、観察用レンズ２０の先端面を洗浄した
り、体腔内に送気を行う事ができる。
【００３５】処置具挿通路４６は先端部１６において
は、処置具挿通孔２１に接続されており、電磁弁ユニッ
ト３内のポンプで吸引をすることにより、処置具挿通孔
２１から、体腔内の液体等の吸引を行う事ができる。前
記分岐部４５の二股側で吸引用チューブ１４が延出され
ていない側には、処置具挿入口４７が設けられており、
ここから術者が処置具挿通路４６内に処置具を挿入する
事ができる様になっている。
【００３６】ライトガイド２８、駆動＆像伝送ケーブル
２９、送気送水管路４４及び処置具挿通路４６の各内蔵
物は保護チューブ４８内にまとめられ、この保護チュー
ブ４８はベース３４のほぼ中央部に長手方向に沿って設
けられた（ベース３４と平行な軸を持つ）孔内に通され
ている。
【００３７】図１に示すように基端部１２は、挿入部１
１の挿入軸とほぼ同軸な中心軸をもつ略円筒状に形成さ
れている。そして、ベース３４は前記基端部１２の中心
軸上の近辺に配置されており、前述の様にモータ３５
ａ、３５ｂ等が表裏対称に配置され、かつ、基端部１２
全体の重心は、この基端部１２の中心軸の近辺にあるよ
うに形成されている。
【００３８】また、前記処置具挿入口４７は、基端部１
２の中心軸とほぼ同軸上に配置されている。処置具挿入
口４７の開口部近辺は、外力により湾曲可能な軟性のチ
ューブや、可撓パイプにて形成されており、図３の２点
鎖線で示すように自由に曲げる事ができる。
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7
【００３９】図４は本実施の形態のビデオ内視鏡装置１
に手術台４９を組合わせた例の主要部を示す。手術台４
９には、基端部１２の外径より、若干大きい内径をもつ
円筒状でその上部側を切り欠いた内視鏡保持部５０が、
手術台４９の角付近に設けられている。ビデオ内視鏡２
を、基端部１２の中心軸と、前記内視鏡保持部５０の中
心軸とがほぼ同軸になるように、内視鏡保持部５０に取
付ける事ができるように形成されている。
【００４０】なお、本実施の形態において、モータ３５
ａ、３５ｂの駆動電源ユニット７は、特に別体である必
要はなく、ビデオプロセッサ６らと共用にしても良い
し、バッテリとして基端部１２に内蔵しても良い。バッ
テリ２６についても、駆動用電源ユニット７、ビデオプ
ロセッサ６ら共用にしても良い。
【００４１】また、操作部４は操作部接続ケーブル１０
を介してスコープインターフェースユニット５に接続さ
れているが、スコープインターフェースユット５及び操
作部４内に１対の通信機を設ける事により、無線にて通
信を行うようにしても良い。また、図１に示すように例
えば通信機４３を通信機４２との通信に利用すると共
に、（有線の操作部４の他に）ワイヤレスの操作部９を
設け、この操作部９内に設けた図示しない通信機を介し
て無線の指示信号をこの通信機４３に送信できるように
して対応する制御動作を行うようにしても良い。
【００４２】図５（Ａ）は湾曲操作部３０部分を分解し
た操作部４の拡大図である。操作部４の上部には凹部が
設けてあり、その凹部内に複数のスイッチ５２を収納
し、上蓋５３で覆うようにして湾曲操作部３０が形成さ
れている。具体的には前記凹部内には８個のスイッチ５
２がそれぞれ周方向に等間隔に配置され、それぞれ湾曲
の上方向、下方向、左方向、右方向、左上方向、左下方
向、右上方向、右下方向に指令出力を出すことができる
ようにしている。
【００４３】各スイッチ５２は、上面側より押し込むこ
とにより、電気接点が閉じて出力を生じる構成になって
いる。更に、それらのスイッチ５２の上面はゴム製等の
弾性を有する上蓋５３により覆われるようになってい
る。
【００４４】図５（Ｂ）は上蓋５３とスイッチ５２の断
面図である。上蓋５３は円盤状の形状をしており、裏面
の中央部には半球状突起５４が設けられ、上蓋５３はこ
の半球状突起５４を支点として、全周のあらゆる方向に
傾くことが可能な構造になっている。
【００４５】このような構成による本実施の形態の作用
を説明する。本実施の形態では、ビデオ内視鏡２から延
出される送気送水チューブ１３、吸引チューブ１４を電
磁弁ユニット３に接続し、また電源ケーブル１５を駆動
電源ユニット７に接続する等して図１に示すような接続
状態に設定してビデオプロセッサ６等の電源を投入する
ことにより、内視鏡検査を行う状態にできる。
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【００４６】そして、術者はビデオ内視鏡２の基端部１
２を把持したり、図４に示すように内視鏡保持部５０で
基端部１２を保持して、図示しない患者に挿入部１１を
挿入することにより、内視鏡検査を行うことができる。
【００４７】この場合、本実施の形態では、照明光を伝
送するライトガイド２８やＣＣＤを駆動及び像伝送を行
う駆動＆像伝送ケーブル２９は挿入部１１内及び基端部
１２には設けてあるが、この基端部１２からはライトガ
イド２８及び駆動＆像伝送ケーブル２９が挿通されたユ
ニバーサルコードを有しない構造になっている。
【００４８】つまり、上述したように基端部１２にラン
プ２５等の光源手段を内蔵しているので、外部の光源装
置に接続する必要が無い。また、ＣＣＤの駆動と像伝送
は通信機３１及び通信機３２により無線で行われるた
め、駆動＆像伝送ケーブル２９を基端部１２から外部に
延出してビデオプロセッサ６と接続する必要がない。
【００４９】内視鏡検査を行うために、術者は挿入部１
１を屈曲した体腔管路に沿ってスムーズに挿入しようと
した場合、挿入部１１の先端側を体腔管路の方向に湾曲
させることが望ましい。
【００５０】このような場合、術者はスコープインター
フェースユニット５に操作部接続ケーブル１０により接
続された操作部４を把持し、その頂部に設けた湾曲操作
部３０における湾曲させたい方向のスイッチ５２を操作
することにより、湾曲の指示信号を発生する。
【００５１】その信号はスコープインターフェースユニ
ット５に送られた後、通信機４３から無線で送信され、
その無線の信号を基端部１２内部の通信機４２で受信
し、モータ制御回路３９ａ、３９ｂにより、前記指示信
号に対応した制御信号を生成し、モータ３５ａ或いは３
５ｂの回転を制御して湾曲部１７を所望とする方向に湾
曲させることができる。
【００５２】このように操作部４はビデオ内視鏡２とは
別体に設けているので、湾曲指示を送るため、基端部１
２を常時把持しなければならない制約はなく、湾曲操作
する場合の操作性を向上できる。
【００５３】また、図１に示すように基端部１２には、
電磁弁ユニット３からの送気送水用チューブ１３及び吸
引用チューブ１４と、モータ３５ａ、３５ｂを駆動する
駆動電源ユニット７からの電源ケーブル１５のみを接続
すれば良い。
【００５４】そして、破損しやすいライトガイド２８
や、駆動＆像伝送ケーブル２９などが基端部１２から外
部に延出されていないため、従来の様に、重い捻りトル
クがかかりやすいユニバーサルコードを廃しているの
で、湾曲操作した場合に、ユニバーサルコードも動いて
術者の邪魔になるようなことを解消でき、操作性或いは
使い勝手を大幅に向上できる。
【００５５】また、基端部１２内部に設けたモータ３５
ａ、３５ｂは外部にユニバーサルコードを延出すること
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9
を不要にしているので、外部にユニバーサルコードを延
出した場合よりもその駆動力をアングルワイヤ４０ａ、
４０ｂの牽引に有効利用できる。従って、モータ３５
ａ、３５ｂとして駆動力が小さいものでも使用可能とな
り、省エネルギ化、小型軽量化することもできる。
【００５６】上述のように駆動電源ユニット７を基端部
１２にバッテリ２６として内蔵すれば、さらに接続物を
減らすことができる。基端部１２にユニバーサルコード
がなく、かつ、基端部１２の形状が挿入部１１とほぼ同
軸を有す円筒状をしているため、術者が挿入部１１を捻
る操作を行う場合、基端部１２もそれに抗すること無く
回転し、術者は容易に軽い力で挿入部１１を捻ることが
できる。
【００５７】また、基端部１２の重心を、ビデオ内視鏡
２の挿入軸上の近辺に位置させているので、基端部１２
は常に回転のトルクをほとんど発生せず、そのため挿入
部３を捻るための力は小さくて済み、術者の疲労軽減に
なる。ここで言うビデオ内視鏡２の挿入軸とは、軸対称
なチューブ状をした挿入部１１における形状の対称軸の
ことである。
【００５８】また、基端部１２の重心を挿入軸上ではな
く、湾曲の下方向側にずらした位置にしておく事もでき
る。この時、重力と平衡に釣り合う位置においては、基
端部１２は回転体であるので挿入部１１の湾曲の上方向
が絶対空間の座標上で鉛直を向くようになる。
【００５９】挿入部１１を捻り基端部１２が回転する
と、平衡状態つまり挿入部１１の湾曲の上方向が鉛直方
向を向く様、挿入部１１にはトルクがかかる。そのた
め、術者が捻る力を緩めると、湾曲の上方向が鉛直方向
を向く様に、自然に挿入部１１が戻る。特に大腸挿入に
おいては、管腔が複雑に曲がっているため、術者は管腔
の形状が把握できると挿入し易い。
【００６０】そのためには、術者はときに、患者の体位
と、絶対空間における湾曲部１７の湾曲形状とから、現
在のおおよその管腔の形状を把握しようとする。挿入部
１１の捻り時に持ち替えをしてしまうと、患者の体外か
らは体内で挿入部１１の湾曲の上方向が、体外の絶対空
間ではどの向きに相当するのかわからなくてなってしま
うが、挿入部１１を捻っている手を離すと自然と基端部
１２が湾曲の上方向が体外の全体空間の鉛直上向きに戻
るので、挿入部１１つまり湾曲部１７の湾曲の上方向が
絶対空間においてどの方向になるのか把握でき、よって
管腔の形状が把握しやすい。
【００６１】また、術者が挿入部１１が鉛直上向きに戻
ろうとするトルクを感じることでも、どちらに戻すと湾
曲の上方向か鉛直方向を向く向きなのか知ることがで
き、おおよそ現在の挿入部１１の絶対空間上の向きを知
ることができる。
【００６２】また、モータ３５ａ、３５ｂによりアング
ルワイヤ４０ａ、４０ｂの牽引を行って湾曲を作動させ
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るため、術者はモータ３５ａ、３５ｂをコントロールす
る電気スイッチのみを操作部４で操作すればよく、この
操作部４は基端部１２に固定的に接続されている必要は
ない。そのため、操作部４の操作と、挿入部１１の操作
を各々別々の手で行うことができる。
【００６３】従来は、図１７に示すように挿入部１２９
を捻るに伴い、操作部１３０を捻っていたため、例えば
術者は操作部１３０を捻るために手首を捻りながら、か
つスイッチを押したり湾曲操作ノブ１３７を回したりし
なくてはならず、操作が煩雑であった。また、湾曲操作
ノブ１３７の回動には湾曲部１３５を湾曲させるだけの
力が必要であった。
【００６４】これに対して、本実施の形態では、操作部
４と挿入部１１が分離されているので、操作部４は挿入
部１１の状態に関係なく常に術者の意図する向きに保持
することができ、かつ、モータ３５ａ、３５ｂの電気的
な駆動力により湾曲させ、術者は電気スイッチを操作す
るだけで良く大きな力を必要としないので、操作が容易
になる。
【００６５】接続物の送気送水用チューブ１３と吸引用
チューブ１４はユニバーサルコードに覆われていないた
め、破損時にも修理交換が容易である。また、チューブ
のみなので、ディスポーザブル（使い捨て）としても良
い。また、操作部４による湾曲の作用は以下のようにな
る。
【００６６】スイッチが複数に分かれている場合、術者
は正確に押す為にはスイッチ位置を目視により確認する
必要がある。また、ある程度術者が操作に慣れ、スイッ
チの配置を感覚的に覚えた場合であっても、スイッチ同
士が独立していれば、押し間違いを起こし易い。本実施
の形態では、図５に示すように一枚の上蓋５３を傾ける
ことにより、その下側に位置するスイッチ５２を押すこ
とが可能であるので、押し間違いを起こしにくい。
【００６７】一方、各々が独立したスイッチ５２の上に
上蓋５３を被せるのではなく、例えば押した方向の圧力
を感知する感圧素子を用いて、術者の入力を８方向だけ
でなく、左斜め上方１１°など素子の分解能に応じて電
気信号に変換することが可能である。しかし、術者が例
えば左斜め上方１１°といった微妙な方向に連続的に入
力したい場合であっても、連続的に入力を続けるのは困
難であり、方向がふらつきかえって目的の方向に進みに
くい。移動中に方向を修正したい場合であっても、戻し
たい方向に維持するように入力する事が難しいため、修
正も困難である。
【００６８】本実施の形態の様には８方向、あるいは１
６方向の入力手段に、全方向に傾き可能な上蓋５３を設
ける事により、術者からは、全方向に入力操作が可能で
あり、出力は８方向あるいは１６方向に限定させる事が
できる。そのため、術者が入力を不安定に行っていて
も、出力はそのままの方向のままなので、術者は頻繁に



(7) 特開２００３－１００９９

10

20

30

40

50

11
修正をかける必要がないし、現在位置より動いていく方
向が予測し易く、操作し易い。従ってその効果として、
入力がし易いまま、出力方向に制限を与える事により、
微妙の入力が出力に影響を与えない様にし、湾曲の操作
性を向上できる。
【００６９】本実施の形態は以下の効果を有する。基端
部１２から外部のビデオプロセッサ６や光源装置に接続
するためのユニバーサルコードを廃することができるの
で、例えば挿入作業における挿入部１１を捻るよう操作
が必要な場合にも、その捻りを簡単にできる等、挿入作
業を容易に行うことができ、操作性を向上できる。
【００７０】（第２の実施の形態）次に本発明の第２の
実施の形態を図６を参照して説明する。本実施の形態は
第１の実施の形態において、アングルワイヤ４０ａ、４
０ｂの張力検出手段を設け、その検出出力により屈曲し
た管腔等に円滑に挿入し易くするものである。図６に示
すビデオ内視鏡２′は、例えば第１の実施の形態のビデ
オ内視鏡２において、挿入部１１内を挿通された２本の
各アングルワイヤ４０ａ、４０ａ′の途中には、張力を
検出する張力センサ５６ａ、５６ａ′がそれぞれ取り付
けられている。
【００７１】張カセンサ５６ａ、５６ａ′によりアング
ルワイヤ４０ａ、４０ａ′に発生する張力を検出可能に
している。これら張力センサ５６ａ、５６ａ′の各出力
は（モータ制御回路３９ａを構成する）制御用ＣＰＵ５
７に入力される。
【００７２】そして、挿入部１１の先端側に設けられた
湾曲部１７は、アングルワイヤ４０ａ、４０ａ′の先端
が取付けられており、アングルワイヤ４０ａ、４０ａ′
を牽引する事により、湾曲部１７を上或いは下方向に湾
曲することができる構造になっている。
【００７３】また、アングルワイヤ４０ａ、４０ａ′の
後端が巻き付けられるプーリ３８ａはその回転軸がモー
タ３５ａに接続され、回転駆動できるようにしている。
図６では簡単化のため、モータ３５ａにより直接プーリ
３８ａを回転駆動するように示しているが、図１で示し
たようにギヤ３６ａ，３７ａを介挿した構成にしても良
い。
【００７４】また、このプーリ３８ａの回転軸にはポテ
ンショメータ等の回転角検出器５８ａに接続され、プー
リ３８ａの回転角を知る事が可能になっている。プーリ
３８ａの回転角から、アングルワイヤ４０ａ、４０ａ′
の移動量が、また、このアングルワイヤ４０ａ、４０
ａ′の移動量から、前記湾曲部１７の湾曲角度がそれぞ
れ算出可能である。この回転角検出器５８ａによる検出
信号はＣＰＵ５７に入力され、湾曲角度の算出等がＣＰ
Ｕ５７により行われる。
【００７５】なお、図６では上下方向用の湾曲駆動機構
を示しているが、左右方向の湾曲駆動機構にも同様に張
力センサ５６ｂ、５６ｂ′回転角検出器５８ｂが設けて
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あり、それらの出力はＣＰＵ５７に入力される。ここで
は、説明を簡単化するために上下方向の湾曲の場合で説
明する。
【００７６】また、操作部４（図１参照）には、自動挿
入支援モードスイッチを設け、このスイッチを操作する
ことにより、その指示信号がＣＰＵ５７に送られ、ＣＰ
Ｕ５７はモータ３５ａの回転動作を制御するようにな
る。
【００７７】次に本実施の形態の作用を説明する。張力
センサ５６ａ、５６ａ′、回転角検出器５８ａ及びＣＰ
Ｕ５７を除く構成の作用は第１の実施の形態と同様であ
る。従って、以下では、操作部４に設けた自動挿入支援
スイッチを操作して自動挿入支援モードに設定した場合
の作用を説明する。
【００７８】ビデオ内視鏡２′を曲がりくねった管腔で
ある例えば大腸へ挿入する場合、湾曲部１７を曲げたま
ま押しつづけても、曲がった管腔を押すばかりになって
挿入が進まないため、湾曲部１７を管腔の自然に進む方
向に沿わせて、さらに先端部１６を管腔の進む方向に向
けながら押し進めるといった操作を行い、挿入してい
く。
【００７９】電動湾曲式の内視鏡２′では、管腔の進む
方向に沿わせる為、例えばモータ３５ａの駆動力を利用
して、強制的にストレートに湾曲を戻す操作を行う事が
可能であるが、この場合、湾曲部１７で管腔を変形させ
ながら湾曲部１７をストレートにしてしまうので、自然
に管腔の進む方向に先端部１６を向ける事ができない。
【００８０】本実施の形態では、自動挿入支援モードに
設定した場合における以下の作用により、管腔を変形さ
せず、先端部１６を管腔の進む方向へ向ける事ができ
る。例えば、下方向に湾曲している状態からストレート
になる様に、反対の上向き側に操作部４を操作する場合
を考える。
【００８１】下方向に湾曲している状態では、上方向の
アングルワイヤ４０ａと下方向のアングルワイヤ４０
ａ′共に張力が生じているが、この時、下方向のアング
ルワイヤ４０ａ′の張力に着目する。
【００８２】操作部４を操作して、下方向の湾曲角を小
さくする方向に湾曲させていく時（図６の実線で示す状
態から２点鎖線で示す状態にしていく時）、下方向のア
ングルワイヤ４０ａ′の張力は、先端部１６、あるいは
湾曲部１７が体壁に接触していない場合は、湾曲角度が
小さくなるにつれて、徐々に下がっていく。
【００８３】体壁に接触すると先端部１６あるいは湾曲
部１７に外力がかかり、逆にアングルワイヤ４０ａ′の
張力は増加する。アングルワイヤ４０ａ′の張力が、減
少から増加に転じる瞬間が体壁に接触した瞬間となる。
【００８４】ＣＰＵ５７はモータ３５ａをこのアングル
ワイヤ４０ａ′の張力が、減少から増加に転じる瞬間ま
で駆動させるように制御する。こうすることにより、体
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壁に接触する瞬間まで、湾曲部１７をストレートにする
事ができ、管腔を変形させずに先端部１６を管腔の走行
する方向に向ける事が可能である。そのため、挿入を進
める方向が容易に把握でき、操作性が向上する。
【００８５】本実施の形態は以下の効果を有する。体壁
に接触する瞬間まで湾曲部をストレートに戻す事によ
り、体壁に接触する事なく、先端部を管腔方向に向ける
事が可能になり、操作性が向上する。その他は第１の実
施の形態と同様の効果を有する。
【００８６】（第３の実施の形態）次に本発明の第３の
実施の形態を図７を参照して説明する。本実施の形態は
第１の実施の形態と一部の構成が異なる。図７に示す本
実施の形態のビデオ内視鏡６１は、挿入部１１とその基
端に設けた基端部１２を有し、この基端部１２には、処
置具挿通口４７が固定的に設けられている。この基端部
１２から更に後端側には接続コード６２が接続されてお
り、この接続コード６２には（モータ３５ａ、３５ｂを
収納した）モータケース６３が接続されている。
【００８７】このモータケース６３からは第１の実施の
形態と同様に（図１に示した）電磁弁ユニット３に接続
される送気送水チューブ１３、吸引チューブ１４と、駆
動電源ユニット７に接続される電源ケーブル１５が延出
されている。
【００８８】また、このビデオ内視鏡６１においても、
図１で示した通信機３１、４２を備え、無線にてビデオ
プロセッサ６、スコープインターフェースユニット５に
電気信号を送受する事が可能になっている。
【００８９】また、本実施の形態においては、挿入部１
１と基端部１２の中間から操作部接続ケーブル６４が分
岐して延出されたおり、この操作部接続ケーブル６４の
端部には操作部４が取付けられている。本実施の形態で
は、操作部４の湾曲操作部３０を操作した場合には、そ
の指示信号は操作部接続ケーブル６４の内部等を挿通さ
れた信号線を介してモータケース６３内部のモータ制御
回路３９ａ、３９ｂに伝達され、モータ３５ａ、３５ｂ
の回転を制御する。
【００９０】一方、流体操作部を操作した場合には、第
１の実施の形態の場合と同様に無線でスコープインター
フェースユニット５の無線機４３に送られ、このスコー
プインターフェースユニット５を介して電磁弁ユニット
３の動作を制御するようになっている。その他の構成は
第１の実施の形態と同様である。
【００９１】次に本実施の形態の作用を説明する。従来
の図１７に示す内視鏡１２２等においては、操作部１３
０に処置具挿通口１４０が固定的に設けられている為、
例えば、術中、術者が病変などを見つけて処置具操作を
行いたい場合、操作部１３０を保持している術者自身
が、処置具挿通口１４０から処置具を内視鏡１２２の先
端部１３４まで挿入していたため、処置具を挿入させて
いる間は、別な操作ができないという問題があった。
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【００９２】また、別な術者や補助者に処置具の挿通操
作を行ってもらおうとしても、処置具挿通口１４０が操
作部１３０上にあっては、操作部１３０を保持している
術者が、処置具挿通を行おうとする術者もしくは補助者
に処置具挿通口１４０を向けてやるなど、内視鏡１２２
を操作する以外の作業が発生し、内視鏡１２２の操作を
規制することになってしまっていた。
【００９３】また、操作部１３０を操作する術者と、処
置具を操作する術者に分かれて複数の術者により処置操
作を行う際には、処置具挿通口１４０が操作部１３０と
一体的に形成されているため、二人の術者が近接して操
作を行わねばならず、互いに動きを規制され、操作を行
い難かった。
【００９４】これに対して本実施の形態では、操作部４
と処置具挿通口４７が別な端部に設けられており、両者
の間に距離を置く事が可能である為、処置具の挿通を行
う者や、処置具操作を行う術者は、操作部４の操作者の
邪魔をする事なく、処置具を扱う事ができる。
【００９５】本実施の形態は以下の効果を有する。操作
部４の操作者と、処置具の操作者とが距離を置いて操作
可能にすることにより、操作性を向上できる。なお、図
７では基端部１２から延出した接続コード６２を介した
部分にモータケース６３を設けているが、第１の実施の
形態と同様に基端部１２内部に設けるようにしても良
い。このようにすると、上記効果と共に、第１の実施の
形態の効果も有する。
【００９６】（第４の実施の形態）次に図８を参照して
本発明の第４の実施の形態を説明する。図８は第４の実
施の形態の内視鏡における操作部付近の構成を示す。上
述したようにモータ３５ａ等により湾曲部１７を湾曲さ
せる電動湾曲式のビデオ内視鏡２、２′、６１において
は、操作部４はモータ３５ａ等に指令を送る電気スイッ
チにて構成されるため、図１で示すように、操作部４を
内視鏡２とは独立して構成できる。
【００９７】本実施の形態では操作部４の例えば下端部
には、弾性部材にて形成された挿入部固定用部材５９が
取り付けられている。この挿入部固定用部材５９には内
径が挿入部１１より小さい孔６５が設けられており、こ
の孔６５は挿入部固定用部材５９の下端に設けた開口部
６０により外部に連通している。
【００９８】開口部６０の開口幅及び前記孔６５の内径
は挿入部１１の外径より小さく形成されているが、弾性
部材にて形成されている為、前記開口部６０を押し広げ
ながら、挿入部１１を挿入部固定用部材５９内に設けら
れた孔６５に押し入れることができる。
【００９９】挿入部１１を前記孔６５に入れた後は、こ
の孔６５が自然状態で挿入部１１より小さい内径を有し
ている為、弾性力により挿入部１１における任意の位置
に操作部４を固定することができるようにしている。な
お、操作部４はその下端寄りの位置から操作部接続ケー
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ブル１０が延出されている。その他は第１の実施の形態
と同様の構成である。
【０１００】次に本実施の形態の作用を説明する。
【０１０１】操作部４を保持しながら、挿入部１１を挿
入したり、操作部４を操作して湾曲部１７を湾曲させた
りすることができるが、操作中において、例えば鉗子を
挿入する操作やビデオプロセッサ６を操作する必要があ
る場合、或いはその他の場合で操作部４を把持しない状
態に設定したいような場合、例えば挿入部１１の基端部
付近で、術者から操作がし易い位置付近の挿入部１１に
操作部４を取り付けることにより、術者は操作部４を把
持していなくても、操作が必要な場合には、術者が操作
し易い状態で操作することもできる。
【０１０２】この場合、挿入部１１を挿入する等して、
取り付けた位置が移動した場合には、適宜に術者は取付
け位置を変更することができる。本実施の形態によれ
ば、操作部４を術者が操作し易い付近の挿入部１１に取
り付けることにより、常時操作部４を保持しなくても操
作することができる。従って、把持している片手を空け
て、その空いた方の手で鉗子やビデオプロセッサ６を操
作すること等ができ、操作性を向上できる。
【０１０３】なお、上述の各実施の形態では先端部１６
に撮像素子を内蔵したビデオ内視鏡（電子内視鏡）の場
合で説明したが、撮像素子を有しない光学式の内視鏡の
場合にも適用することができる。
【０１０４】この場合には、例えば図１におけるビデオ
内視鏡２から駆動＆像伝送ケーブル２９、通信機３１を
不要にでき、また外部のビデオプロセッサ６やモニタ８
を取り除いた構成で内視鏡装置を構成できる。この場合
においても、第１の実施の形態で説明したように基端部
１２内部に光源となるランプ２５等を内蔵しているの
で、基端部１２から外部の光源装置に接続するためのユ
ニバーサルコード（或いはライトガイドケーブル）を不
要にでき、挿入作業を行うような場合における操作性を
向上できる。
【０１０５】次に図９ないし図１１を参照して内視鏡用
カートを説明する。図９は内視鏡装置を収納する内視鏡
用カート６６を示す。この内視鏡用カート６６は、箱状
に形成され、上板６７と下板６８の間の内部にビデオプ
ロセッサ６９と光源装置７０を収納可能なスペースが設
けられている。
【０１０６】下板６８には車輪７１が４箇所に取付けら
れており、内視鏡用カート６６ごと移動可能になってい
る。上板６７には鉛直上方向に伸ばされた支柱７２の下
端が取付けられ、この支柱７２はその上端側が水平に曲
げられて水平支柱部７３が設けられている。水平支柱部
７３の端部には、コの字状に形成され、内視鏡７４の操
作部７５を保持可能とする保持部７６が設けられてい
る。
【０１０７】図１０に示すように、この保持部７６に
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は、摘みを回動することにより、その先端に設けた円板
状等の部材が進退して締め付けを行う締め付け部材７７
が設けられており、操作部７５を取付けた後で締め付け
を行うことにより、操作部７５の保持部７６からの脱落
を防止可能にしている。また、締め付け部材７７を緩め
ることにより、保持部７６から操作部７５は着脱可能で
ある。
【０１０８】この保持部７６の側面には切り欠き部７８
が設けられており、操作部７５の取付け時には湾曲操作
ノブ７９が前記切り欠き部７８から外部に露出するた
め、保持部７６に保持されながら、湾曲操作ノブ７９の
操作が可能になっている。前記支柱７２は、上板６７に
対し、水平方向に回転可能に構成されている。
【０１０９】前記上板６７の高さは、具体的には約４０
ｃｍ程度で、図１１に示すように手術台４９より低くな
るように制限してあり、手術台４９下に格納可能であ
る。水平支柱部７３の高さは、手術台４９より約４０ｃ
ｍ程度高くなるように設定されている。
【０１１０】次にこの内視鏡用カート６６の作用を説明
する。通常のビデオ内視鏡装置の最低限必要な構成は、
ビデオ内視鏡７４、ビデオプロセッサ６９、光源装置７
０である。本実施の形態における内視鏡用カート６６
は、必要最低限のシステムを収納可能としながら、手術
台４９の高さ以下に上板６７がおさめられている。その
ため、内視鏡用カート６６ごと、手術台４９の下に配置
することができる。なお、内視鏡検査にはモニタも必要
であるが、このモニタは術者から見易いように手術台４
９を挟んで術者に対向する位置に配置される。
【０１１１】図１２（Ａ）は本実施の形態における内視
鏡用カート６６を手術台４９下に配置した図であり、図
１２（Ｂ）は比較のための従来の内視鏡用カート８０の
図である。
【０１１２】従来の内視鏡用カート８０を使用した場合
には、術者８１が操作部７５を保持して操作するために
どうしても、術者８１の体と手術台４９との間にユニバ
ーサルコード８２が通り、内視鏡用カート８０を配置す
る位置によっては更にユニバーサルコード８２が術者８
１の脇を通ることになり、操作部７５や挿入部８３を捻
るたびに術者８１の前や脇でユニバーサルコード８２が
捻られ術者８１に接触したりして邪魔になる。
【０１１３】一方、図１２（Ａ）及び図１１に示す様
に、本実施の形態では、手術台４９下、つまり術者８１
の足元に内視鏡用カート６６を置くことが可能であるた
め、ユニバーサルコード８２は術者８１の脇を通らず、
術者８１の体と手術台４９の間に位置するものの、ユニ
バーサルコード８２は水平方向に広がって走行するので
はなく、内視鏡用カート６６に向かって鉛直に下ろされ
るため、術者８１にまとわりつく様なことはない。
【０１１４】また、図１１のような場合、保持部７６は
水平方向の向きをしており、支柱７２は水平方向に回動
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可能なため、内視鏡７４は、保持部７６に保持されなが
ら水平に回動可能となる。内視鏡７４の体腔内への挿入
時には、挿入部８３の基端部が患者８４から離れる側に
水平に保持部７６を回転させておき、挿入に従って基端
部が患者に近づくように回転させていけば、操作部７５
が固定的に内視鏡用カ－ト６６に保持されていても支障
無く挿入が可能となる。
【０１１５】操作部７５自体は保持部７６にて保持され
ており、術者自身は操作部７５の重さを保持する必要が
無いので、術中の疲労が少なくて済む。前記内視鏡用カ
ート６６の支柱７２の高さを調整可能にしておけば、手
術台４９の高さに合わせて高さを変更することができ、
より操作性を向上させることができる。
【０１１６】本実施の形態の内視鏡用カート６６は以下
の効果を有する。ユニバーサルコード８２を術者８１の
足元にのみ沿わせることにより、術者８１へのまとわり
を少なくし、操作性を向上できる。また、操作部７５を
内視鏡用カート６６に保持させることにより、疲労を軽
減できる。
【０１１７】次に図１３を参照して、挿入部の固定手段
を備えた内視鏡を説明する。図１３に示す内視鏡９１
は、挿入部９２の基端に設けた操作部９３に、挿入部固
定用部材９４が設けられている。操作部９３の形状は、
通常術者が片手で保持するため、操作部９３の挿入部９
２寄りの部分で、術者が握る部分のグリップ部９５は、
複数の平面、あるいは曲面で構成されている。
【０１１８】術者が操作部９３のグリップ部９５を保持
した際に、術者の胸元側と反対側に面する背面９６に
は、外力により変形可能な弾性部材で形成された挿入部
固定用部材９４が設けられている。
【０１１９】この挿入部固定用部材９４には開口部９７
が設けられ、さらにこの開口部９７と連通した孔９８が
設けられている。開口部９７の開口幅及び前記孔９８の
内径は挿入部９２の外径より小さく形成されているが、
弾性部材にて形成されている為、前記開口部９７を押し
広げながら、挿入部９２を挿入部固定用部材９４内に設
けられた孔９８に押し入れることができる。
【０１２０】挿入部９２を前記孔９８に入れた後は、こ
の孔９８が自然状態で挿入部９２より小さい内径を有し
ている為、弾性力により挿入部９２を固定することがで
きる。
【０１２１】操作部９３には、上下方向の湾曲操作を行
うＵＤ湾曲操作ノブ９９ａ、左右方向の湾曲操作を行う
ＲＬ湾曲操作ノブ９９ｂが術者から見て右側面に設けら
れている。前記ＵＤ湾曲操作ノブ９９ａの回転方向は、
湾曲の上下方向と平行となっており、術者から見て手前
側に、回転させると挿入部９２の湾曲部は上方向に湾曲
する。なお、湾曲部の湾曲の上方向とは、内視鏡画像の
上方向に湾曲する向きのことである。湾曲部の上方向
は、操作部９３の背面９６側と一致する。
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【０１２２】次にこの内視鏡９１の作用を説明する。内
視鏡挿入時においては、通常術者は右手で操作部９３を
操作し、挿入部９２を左手で進退及び捻り操作を行う。
しかし、病変等を発見し、生検、処置等を行う場合、術
者は処置具を処置具挿通口１００より挿入する為に、一
度挿入部９２より手を離して、処置具をつかむ必要があ
った。
【０１２３】また、ビデオプロセッサの操作を行う場合
にも、挿入部９２から手を離して、ビデオプロセッサの
スイッチを押す必要があった。挿入部９２から一度、手
を離すと、挿入部９２が動いてしまい、視野中心から病
変がズレてしまったり、場合によっては視野から病変を
見失ってしまい、もう一度病変に狙いをつける作業をし
なければならないことがある。
【０１２４】本実施の形態のように、操作部９３の背面
９６に挿入部保持部９４を設け、処置具使用時に挿入部
９２を前記挿入部固定用部材９４に取付け固定しておけ
ば、操作部９３を保持した右手で挿入部９２も同時に保
持できる為、挿入部９２が動いて視野がズレてしまうこ
となく、空いた左手で処置具やビデオプロセッサの操作
が可能になる。
【０１２５】前記挿入部用固定部材９４は弾性部材にて
形成されており、前記挿入部固定用部材９４の開口部９
７を変形させながら孔９８に挿入部９２を押し入れるこ
とにより挿入部９２を挿入部固定用部材９４に固定でき
るので、挿入部９２を挿入部固定用部材９４に取付ける
際にも、挿入部９２を保持している手を挿入部９２から
離さず容易に固定可能である。
【０１２６】この内視鏡９１は以下の効果を有する。処
置具あるいはビデオプロセッサ操作時の視野のズレを防
いで、操作性を向上できる。
【０１２７】次に図１３の内視鏡９１の変形例の内視鏡
９１′の構成等を説明する。図１４はこの内視鏡９１′
を外観図で示し、図１５は上方から見た平面図で示す。
図１４に示す内視鏡９１′では、操作部９３の背面９６
には、挿入部固定用部材１０１が設けられている。
【０１２８】前記挿入部固定用部材１０１は、２つの開
閉部材１０２が互いに回動可能にピン１０３（図１５参
照）により接続され、さらには、一方の開閉部材１０２
には一体的にレバー１０４が取付けられている。
【０１２９】そのため、レバー１０４の操作に従って、
前記開閉部材１０２の開閉が可能である。図１４に示す
ように前記レバー１０４はグリップ部９５と平行に長軸
を持つ様、細長状に形成されており、術者が操作部９３
のグリップ部９５を保持した際には、人差し指、中指、
薬指のどれかで触れて操作することができる。
【０１３０】さらに、前記開閉部材１０２間には、バネ
１０５が設けられており、前記開閉部材１０２が開く際
には、閉じる向きに力を発生する。前記開閉部材１０２
間の内径は、挿入部９２の外径より小さく形成されてお
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り、かつ内周側には、摩擦部材１０６が取付けられてい
る。
【０１３１】次にこの内視鏡９１′の作用を説明する。
開閉部材１０２と一体になったレバー１０４が、グリッ
プ部９５と平行に取付けられている為、術者はグリップ
部９５を保持時にも容易にレバー１０４を操作でき、開
閉部材１０２を開くことができる。
【０１３２】開閉部材１０２間には開閉部材１０２が閉
じる方向に付勢力を生じるバネ１０５が設けられてお
り、術者はレバー１０４から手を離すことにより、容易
に開閉部材１０２を閉じることができる。
【０１３３】そのため、術者は右手で操作部９３のグリ
ップ部９５を保持しながら容易に挿入部固定部材１０１
の開閉を操作でき、挿入部固定用部材１０１に挿入部９
２を固定でき、図１３の内視鏡９１の場合と同様の効果
を得ることができる。
【０１３４】この内視鏡９１′は以下の効果を有する。
鉗子あるいはビデオプロセッサ操作時の視野のズレを防
いで、操作性を向上できる。
【０１３５】次に図１６に示す内視鏡１１１を説明す
る。この内視鏡１１１は操作部１１２と処置具挿通口１
１３に特徴を有する。図１６に示す内視鏡１１１は、挿
入部１１４の基端部１１５は３つに分かれ、一端に操作
部１１２が、別な一端には処置具挿通口１１３が、残り
の一端にはビデオプロセッサ及び光源装置と接続するた
めのスコープコネクタ１１５がユニバーサルコード１１
６を介して設けられている。
【０１３６】基端部１１５と処置具挿通口１１３の間
は、軟性の処置具挿通チューブ１１７でつながれてお
り、この処置具挿通チューブ１１７の変形可能範囲の中
で、前記処置具挿通口１１３を自由に移動可能である。
また、前記処置具挿通チューブ１１７の側面には、鉄製
の薄板１１８が巻かれており、前記操作部１１２の側面
に設けられた磁性板１１９に、磁性板１１９による磁力
で吸引して固定する事ができるようになっている。
【０１３７】次にこの内視鏡１１１の作用を説明する。
この内視鏡１１１は例えば図７に示した内視鏡６１の場
合と同様に、操作部１１２と処置具挿通口１１３とが離
れて位置する事が可能であるので、操作部１１２の操作
者と処置具の操作者とが距離をおいて操作が可能にな
り、互いの操作の邪魔になる事がない。
【０１３８】また、処置具挿通口１１３が磁力により、
操作部１１２に着脱可能に固定できる為、処置具挿通口
１１３が移動不要な場合、例えば観察のみを行っている
時などには、操作部１１２に固定しておく事が可能であ
り、邪魔になる事を小さくできる。
【０１３９】この内視鏡１１１は以下の効果を有する。
操作部１１２の操作者と、処置具の操作者とが距離を置
いて操作可能にすることにより、操作性を向上できる。
操作部１１２に処置具挿通口１１３が着脱可能な為、処
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置具の操作を行わない時などは処置具挿通口１１３を操
作部１１２に固定しておき、この処置具挿通口１１３が
操作の邪魔になる事を防止する事ができる。なお、上述
した各実施の形態等を部分的等で組み合わせることによ
り構成される実施の形態等も本発明に属する。
【０１４０】［付記］
１．湾曲機構を備えた湾曲部を有した挿入部と、上記挿
入部内に挿通され、上記湾曲機構を湾曲操作するアング
ルワイヤと、上記アングルワイヤを牽引し、上記湾曲機
構を操作して上記湾曲部を湾曲させる電動アクチュエー
タモータと、を有する内視鏡において、上記挿入部の手
元側に設けられた基端部に上記電動アクチュエータ及び
光源装置を設け、外部に設けた操作部からの操作により
上記電動アクチュエータの駆動を制御可能にしたことを
特徴とする内視鏡。
【０１４１】１－１．モータを用いて湾曲部に接続され
た牽引部材を牽引する事により、湾曲部を湾曲可能とし
た内視鏡において、操作部と挿入部を別体とし、前記挿
入部の基端部に、モータと光源と固体撮像素子の信号を
無線にてビデオプロセッサに送信する通信機とを内蔵し
たことを特徴とした内視鏡。
１－２．ユニバーサルコードを廃したことを特徴とした
付記１－１記載の内視鏡。
【０１４２】１－３．前記光源、前記モータ、固体撮像
素子の駆動電源を前記基端部内に内蔵したことを特徴と
した付記１－１又は１－２記載の内視鏡。
【０１４３】１－４．前記光源、モータ、固体撮像素子
の駆動電源からの電源供給ケーブルを、挿入部の挿入軸
とを略同軸に配したことを特徴とした付記１－１、－２
の内視鏡。
１－５．電磁弁ユニットと前記基端部間とを複数の軟性
チューブで接続した事を特徴とした付記１－１～－４の
内視鏡。
１－６．前記軟性チューブは挿入部の挿入軸と略同軸に
接続したことを特徴とした付記１－５の内視鏡。
【０１４４】１－７．挿入部の基端部の形状は、内視鏡
挿入軸に対してほぼ同軸を有した略軸対称形状としたこ
とを特徴とした付記１－１～－６の内視鏡。
１－８．挿入部の基端部の内蔵物の重心が、挿入部の挿
入軸上近辺にあることを特徴とした付記１－７の内視
鏡。
１－９．挿入部の基端部内の内蔵物の重心が重力との平
衡の位置において、前記基端部が上向きになる面と、内
視鏡の湾曲部の上方向とが一致することを特徴とした付
記１－７の内視鏡。
【０１４５】１－１０．挿入部の基端部内の内蔵物の重
心が、前記基端部の中心軸より湾曲下方向に偏心させた
ことを特徴とした付記１－７の内視鏡。
１－１１．付記１－７～－１０の内視鏡の基端部の軸と
ほぼ同軸を有す円筒形状にて形成された内視鏡保持部を
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有し、前記内視鏡保持部の軸は水平方向に向けられてい
ることを特徴とした手術台。
【０１４６】（付記１－１，１－２の作用）モータにて
アングルワイヤの牽引を行うため、操作部は電気スイッ
チのみで構成すれば良く、操作部を挿入部から切り離す
事ができる。また、光源ランプが内蔵されているため、
外部の光源から例えば光ファイバーなどの伝送路で光を
伝送する必要が無く、基端部より後側にはライトガイド
が必要ない。更に、電荷撮像素子からの信号が無線にて
プロセッサに送信されるため、基端部より後側には電荷
撮像素子からの信号伝送用のケーブルが不要となる。そ
のため、基端部には、電荷撮像素子の駆動用の電源と光
源ランプ駆動用の電源とモータ駆動用の電源からの各電
源ケーブルと、内視鏡の先端からの吸引に用いられる処
置具挿通口と洗浄用管路に流体を吸引もしくは供給する
ためのチューブのみを接続すれば良い。
【０１４７】信号伝送用のケーブルやライトガイドは単
体では曲げ、引っ張りの力により破損を生じ易いので、
従来は、内部を金属で形成され表面を樹脂にて被覆され
たユニバーサルコードで保護の為覆う必要があり、この
ユニバーサルコードが特に挿入部を捻る動作には支障に
なっていたが本構成ではユニバーサルコードが不要であ
るので、挿入部及び操作部を捻る動作の抵抗になった
り、術者の体に触れて邪魔になるようなことがない。ま
た、基端部内にモータを配しているので、牽引部材の摩
擦は挿入部内で発生する分でのみ済み、出力の小さいモ
ータを使用する事が可能となり装置を小型化できる。
【０１４８】（付記１－３の作用）付記１－１、－２の
作用に加え、電源ケーブルを廃しているので、基端部よ
り後側には、流体の吸引もしくは供給を行うためのチュ
ーブのみとなり、更に術者の操作の邪魔になることがな
い。
（付記１－４の作用）付記１－１、－２の作用に加え、
電源ケーブルが挿入部の挿入軸と略同軸上にあるため、
挿入部の捻り時には、前記電源ケーブルは偏心して回転
するのでは無くその場で捻られる為、術者の動くスペー
スを遮ることがない。
【０１４９】（付記１－５の作用）付記１－１～１－４
の作用に加え、基端部に接続されるチューブが軟性であ
るので、挿入部の捻りに伴う基端部の回転の抵抗になり
難い。
（付記１－６の作用）付記１－５の作用に加え、流体の
吸引もしくは供給を行うチューブが挿入部の挿入軸と略
同軸上にあるため、挿入部の捻り時には、前記チューブ
は偏心して回転するのでは無くその場で捻られる為、術
者の動くスペースを遮ることがない。
【０１５０】（付記１－７の作用）付記１－１～－６の
作用に加え、基端部が略軸対称形状、つまり回転対称な
形状をしているため挿入部の捻りに合わせて基端部自体
が容易に回転する事ができる。
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（付記１－８の作用）付記１－７の作用に加え、回転軸
上に基端部の重心がある為、基端部が全周むらなく回転
できる。
【０１５１】（付記１－９、－１０の作用）付記１－７
の作用に加え、自然な平衡状態にある基端部の向きにお
いて、湾曲部の上方向か絶対空間における鉛直上向きと
なる為、術者が挿入部を保持する力を緩めることにより
容易に湾曲部の上方向を鉛直上向きに向ける事ができた
り、挿入部を保持する手に基端部が平衡状態になる向き
に戻る力を感じる事により、湾曲部の上方向が、絶対空
間におけるどの方向に向いているか把握する事ができ
る。大腸挿入時においては、腸管の形状を把握して、腸
管の形状を挿入部によりコントロールして挿入していく
ため、絶対空間における挿入部の湾曲形状が把握できる
と挿入性が向上できる。
【０１５２】（付記１－１１の作用）付記１－７～－１
０の作用に加え、手術台に基端部の回転を損ねないまま
保持することが可能な保持部が設けられている為、術者
は捻りはしやすいまま、基端部を手で把持する必要無く
挿入部の操作が可能である。
【０１５３】（付記１－１、－２の効果）ユニバーサル
コードを廃して、操作性を向上できる。
（付記１－３、－４の効果）付記１－１、－２の効果に
加え、電源ケーブルが操作者の邪魔になる事を防いで操
作性を向上できる。
（付記１－５、－６の効果）付記１－１～－４の効果に
加え、チューブが操作者の邪魔になる事を防いで操作性
を向上できる。
【０１５４】（付記１－７、－８の効果）付記１－１～
－６の効果に加え、基端部の回転を容易にして操作性を
向上できる。
（付記１－９、－１０の効果）付記１－１～－７の効果
に加え、湾曲部の絶対空間における向きを把握しやすく
して、操作性を向上できる。
（付記１－１１の効果）付記１－７～－１０の効果に加
え、基端部を保持する必要が無く操作性を向上できる。
【０１５５】２－１．ビデオプロセッサ、光源装置を収
納可能であり、内視鏡の挿入部、もしくは操作部を水平
に保持する保持部を有す内視鏡用カート。
２－２．ビデオプロセッサ、光源装置を収納する収納部
の上面は、手術台の高さより低いことを特徴とした付記
２－１の内視鏡用カート。
２－３．前記収納部の上面を、手術台下に格納可能な高
さとしたことを特徴とした付記２－１の内視鏡用カー
ト。
【０１５６】２－４．前記保持部は垂直方向に高さ調整
可能としたことを特徴とした付記２－１～－３の内視鏡
用カート。
２－５．前記保持部は垂直軸を中心として回転可能とし
たことを特徴とした付記２－１～－４の内視鏡用カー
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ト。
特開平８－２０６１６２には、手術台のサイドレール上
を移動可能なスコープハンガーが開示されている。
【０１５７】（付記２－１～２－５の背景）
（従来の技術）特開平１－１７５８２８には、スコープ
ハンガーを備えたモニタ台が開示されている。
（課題）従来内視鏡においては、ビデオプロセッサや光
源装置をカートに載せて術者の右や左に置いた場合、ユ
ニバーサルコードが術者の胸元を通ることになり、操作
部を操作したり、或は挿入部を捻ったりするとユニバー
サルコードが術者の意志に関わらず動き、術者の体にま
とわりつくなどして操作の邪魔になり、操作性を損ねて
いた。
【０１５８】（目的）操作性の良い内視鏡用カートを提
供することを目的とする。
（付記２－１～－３の作用）内視鏡は、挿入部、操作
部、ユニバーサルコードがそれぞれ接続されて構成され
ている。ユニバーサルコードはビデオプロセッサ及び光
源装置に接続されるが、ビデオプロセッサ、光源装置が
手術台高さより低いカートに収納されるため、前記カー
トは手術台下に配置可能である。手術台下にビデオプロ
セッサ及び光源装置が置かれた場合、前記ユニバーサル
コードは術者の手元におかれた操作部から鉛直に手術台
下のカートに向かう事になり、術者の脇に通ることがな
い。術者の操作部の操作に合わせて、ユニバーサルコー
ドは捻られたり、回転したりするが、術者の手元から鉛
直にカートに向かつているため、術者の動きの邪魔にな
る事がない。また、カートから鉛直方向に伸び、その最
高部付近に内視鏡の操作部を水平に保持できる保持部に
操作部を保持させる事ができる。術者は、操作部の重さ
による負担を軽減できる。従って、操作性或いは使い勝
手を向上できる。
【０１５９】（付記２－４の作用）付記２－１～－３の
作用に加え、保持部の高さが調整可能なので、手術台
や、被験者の位置する高さに合わせて設定する事ができ
る。
（付記２－５の作用）付記２－１～－４の作用に加え、
保持部はカートに対して回動可能になっており、術者の
操作部の操作に合わせて、動かす事ができる。
（付記２－１～－３の効果）ユニバーサルコードを術者
と手術台の間に這わせてしまう事により、操作者の邪魔
になることを防ぎ、操作性を向上できる。
（付記２－４、－５の効果）付記２－１～－３の効果に
加え、操作部の保持部を手術台や、被験者の位置する高
さに合わせて、より適した位置に位置させる事により操
作性を向上できる。
【０１６０】３－１．内視鏡の操作部の側面に、挿入部
を固定する固定用部材を設けたことを特徴とした内視
鏡。
３－２．湾曲部の上方向側に位置する操作部の側面に前
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記固定用部材を設けたことを特徴とした付記３－１の内
視鏡。
３－３．操作部の背面側に前記固定用部材を設けたこと
を特徴とした付記３－１の内視鏡。
【０１６１】３－４．前記固定用部材への挿入部装着時
には、変形した弾性部材の弾性力により、前記挿入部を
固定する事を特徴とした付記３－１～－３の内視鏡。
３－５．前記固定用部材は、開閉用レバーによって開閉
可能であることを特徴とした付記３－１～－４の内視
鏡。
３－６．開閉用レバーは操作部長軸と略平行な軸を有
し、前記操作部と前記開閉用レバーとを同時に片手で保
持可能な形状とした事を特徴とした付記３－５の内視
鏡。
【０１６２】（付記３－１～３－６の背景）
（従来の技術）特開昭５６－５６２９には、内視鏡先端
を固定する固定部材を操作部に設けた内視鏡が開示され
ている。実開昭６３－１８２７０１には、操作部にユニ
バーサルコードが係脱可能な保持部を設けた内視鏡が開
示されている。特開平７－１８４８４４には、挿入部に
内視鏡挿入部を係止により保持するための保持部を設け
た内視鏡が開示されている。
（課題）挿入部は軟性であるため、術中、術者の意図と
反して動いてしまいやすい。例えば、挿入し、病変を視
野の中央に捕らえた後に、術者は挿入部から手を離して
処置具の挿入動作を行うが、この時、挿入部から手を離
してしまうと、例えば体壁に内視鏡先端が触れたり、操
作部を持つ手が動くなどして、挿入部が動いてしまい易
い。そのようにして挿入部が動くと、病変を視野から見
失い、再び視野に捕らえ直さなくてはならず、操作性が
悪かった。持ち運び時や、保管のために操作部に設けら
れた係止部材では、先端部しか係止できないなど挿入部
が動かぬように固定する事ができなかったり、術中に容
易に固定する事ができないため、結果として挿入部から
手を離すことになってしまい操作性が悪かった。
【０１６３】（付記３－１～－４の作用）内視鏡による
検査時に、例えば病変を視野内に捕らえ、処置具を使用
して生検あるいは処置を行う。この時、操作部は内視鏡
先端の湾曲部の湾曲を操作したり、送気送水ボタンや吸
引ボタンを操作する必要があるため、常に保持している
必要がある。そのため、挿入部を保持している手を一度
挿入部から離し、処置具を取り出したり、補助者から受
け取り、処置具挿通口より先端まで挿入する必要があ
る。
【０１６４】軟性に構成された挿入部から一度手を離す
と、挿入部は例えば体壁から力を受けたり操作部の動き
に合わせて動く。一度視野内に病変を捕らえても、前述
のように挿入部から手を離している間に挿入部が動き、
病変が内視鏡の視野の中央からずれたり、視野外に外れ
たりしてしまう。操作部に挿入部の固定用部材を設け、
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この固定用部材に挿入部を固定しておけば、処置具操作
時、挿入部が不要に動き難い。また、動いてしまった場
合でも、挿入部と操作部とが一体になって動くため、操
作部を動かして挿入部の姿勢を補正する事ができ、よっ
て視野から病変等が大幅に外れる事を防いだり、すぐに
視野内に捕らえ直す事ができる。
【０１６５】（付記３－５、－６の作用）付記３－１～
－４の作用に加え、操作部を保持した手で開閉可能なレ
バーを設けている為、より確実かつ容易に挿入部を操作
部上の保持部に固定する事ができる。
（付記３－１～－６の効果）挿入部を保持して視野を動
かすことなく、処置具あるいはビデオプロセッサの操作
を可能にし、操作性を向上できる。
【０１６６】４－１．手元側から先端部にかけて設けれ
らた処置具挿通孔に処置具を挿通させる事により、処置
操作が可能な内視鏡において、前記処置具挿通孔の手元
側に位置する処置具挿通口を、内視鏡の操作部とは別体
として形成したことを特徴とした内視鏡。
４－２．前記処置具挿通口は移動可能としたことを特徴
とした付記４－１の内視鏡。
４－３．処置具挿通口の開口部の向きが可変としたこと
を特徴とした内視鏡。
【０１６７】（付記４－１～４－３の背景）
（従来の技術）実開平２－１２６６０３には、処置具挿
通口からガイド部材を介して第２の処置具挿通口を設け
た内視鏡が開示されている。特開昭５７－５７５２１に
は、副接眼部に第２の処置挿通口が設けられた内視鏡が
開示されている。
（課題）従来内視鏡においては、操作部と処置具挿通口
とが一体になっており、操作部の操作者と、処置具の操
作者など複数の操作者に分かれて操作をする際には、互
いに近寄らねばならず、そのため互いの動きを規制して
しまい、操作性が悪かった。また、操作部と処置具挿通
口とを離す為に、操作部上の処置具挿通口に別なチュー
ブ状部材を取付けて、このチューブ状部材の後端にさら
に第２の処置具挿通口を設けると、処置具挿通孔が全体
として長くなってしまい、通常の処置具では長さが足り
なくなるか、処置具の長さ以下までしか前記チューブ状
部材を伸ばす事ができず、結果として操作部と処置具挿
通口とが離す事のできる距離に大幅な制限が生じ、複数
の術者が自由に動き回る空間が確保できず、大きな操作
性向上は望めなかった。
【０１６８】（付記４－１～－２の作用）操作部と処置
具挿通口とを離して位置させる事ができるので、操作部
の操作者と処置具の操作者との間に十分な空間を設ける
事ができ、互いの操作の邪魔をすることなく操作性を向
上できる。
（付記４－３の作用）処置具操作者と処置具挿通口の互
いの位置関係に合わせて処置具挿通口に向きを変える事
ができるので、操作性を向上できる。 *
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*【０１６９】（付記４－１の効果）処置具挿通口を別体
にして、操作部の操作者と処置具の操作者の干渉を減ら
して、操作性を向上できる。
（付記４－１、－２の効果）操作部と処置具挿通口を別
体にして、操作部の操作者と処置具の操作者の干渉を減
らして、操作性を向上できる。
（付記４－３の効果）処置具挿通口の向きを可変にし
て、自出に処置具操作者の向きに向ける事が可能にし、
操作性を向上できる。
【０１７０】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、湾
曲機構を備えた湾曲部を有する挿入部と、上記挿入部内
に挿通され、上記湾曲機構を湾曲操作するアングルワイ
ヤと、上記アングルワイヤを牽引し、上記湾曲機構を操
作して上記湾曲部を湾曲させるアクチュエータと、を有
する内視鏡において、上記挿入部の手元側に設けられた
基端部に上記アクチュエータ及び光源装置を設け、上記
アクチュエータを操作する操作部を内視鏡本体とは別体
に構成し、上記挿入部の先端部に設けられた固体撮像素
子から出力された撮像信号を無線でビデオプロセッサに
送信する通信手段を上記基端部に設けているので、挿入
部を挿入したり、挿入のために操作部を操作して湾曲さ
せる場合に、基端部からは光源装置やビデオプロセッサ
に接続するためのユニバーサルコードを不要にして挿入
作業を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を備えたビデオ内視
鏡装置の全体構成図。
【図２】挿入部の先端部を拡大して示す斜視図。
【図３】基端部の一部を拡大して示す図。
【図４】内視鏡保持部を取り付けた手術台を示す斜視
図。
【図５】一部を分解した操作部と、湾曲操作部の内部構
造を示す図。
【図６】本発明の第２の実施の形態のビデオ内視鏡の概
略の構成を示す図。
【図７】本発明の第３の実施の形態のビデオ内視鏡の概
略の構成を示す図。
【図８】本発明の第４の実施の形態における操作部付近
を示す図。
【図９】支柱を備えた内視鏡用カートの構成を示す図。
【図１０】支柱の先端に設けた保持部を拡大して示す
図。
【図１１】内視鏡用カートを手術台の下に収納して内視
鏡検査を行う状態にした代表例を示す図。
【図１２】内視鏡用カートに内視鏡装置を収納して内視
鏡検査を行う様子と、従来例の内視鏡用カートを用いて
内視鏡検査を行う様子とを示す説明図。
【図１３】挿入部の固定手段を備えた内視鏡を示す図。
【図１４】図１３の別の実施の形態の内視鏡を示す図。
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【図１５】図１４の上方側から見た概略図。
【図１６】挿入部の基端部に操作部等を３つに分岐させ
た構造の内視鏡を示す図。
【図１７】従来例の内視鏡を備えた内視鏡装置の全体構
成図。
【符号の説明】
１…ビデオ内視鏡装置
２…ビデオ内視鏡
３…電磁弁ユニット
４…操作部
５…スコープインターフェースユニット
６…ビデオプロセッサ
７…駆動電源ユニット
８…モニタ
１０…操作部接続ケーブル
１１…挿入部 *
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*１２…基端部
１３…送気送水チューブ
１４…吸引チューブ
１５…電源ケーブル
１６…先端部
１７…湾曲部
１８…可撓管部
２３…光源ユニット部
２４…モータユニット部
２５…ランプ
２８…ライトガイド
３０…湾曲操作部
３２、３３、４２、４３…通信機
３５ａ、３５ｂ…モータ
３９ａ、３９ｂ…モータ制御回路
４０ａ、４０ｂ…アングルワイヤ

【図１】

【図２】 【図３】

【図８】

【図１０】
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【図１２】
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【図１５】

【図１６】 【図１７】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种具有良好的可操作性的内窥镜，该内窥镜有助于
插入部的插入工作。 在具有弯曲部17的插入部11的基端设有圆筒状的基
端部12，在该基端部12设置有用于使该弯曲部17弯曲的角线40a，
40b。 通过连接至容纳有电动机35a，35b等的马达单元24，并操作位于
视频内窥镜2外部的操作单元4，控制了电动机35a，35b的旋转，并且期
望弯曲部17。 并且，在基端部12内内置有作为照明光源的灯25，该照明
由通过插入部11插入的导光体28进行，并由摄像元件成像。 通过基端12
的通信设备31传输到外部视频处理器6并且可以在监视器8上显示，并且
不需要从基端12连接光源设备和视频处理器6的通用线，并且可以执行插
入工作。 轻松点。
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